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公金及び関連書類の紛失について 
 
養父地域局（養父市広谷）窓口で納付された市県民税(4 件、44,800 円)及び国民健康保険

税(1 件、27,400 円）の収納現金 3 人分計 72,200 円及び納入済通知書（納付済みであるこ
とを市が確認する書類）が紛失していることが判明しました。 
納付された収納現金等が所定の保管場所に残っていないか、他の書類への混入による紛失等の可

能性を考え調査を行いましたが、2024 年 9 月 27 日現在まで収納現金等の発見には至っていませ
ん。 
複数の事案が発生しており、何者かによる故意の可能性も否定できないことから、南但馬警察署に

被害届を提出することといたしました。 
このような事態を招いたことをお詫びするとともに、再発防止に向けて再発防止委員会(仮称)を開

催し、対策及び管理体制の見直し等を行い、適切な公金管理に努めてまいります。 
 
【紛失した現金及び納入済通知書】 
 養父地域局窓口で納入された市県民税 4 件、国民健康保険税 1 件、計 5 件の収納現金 72,200
円及び納入済通知書を紛失したものです。 
 
【事実の経過】  

2024 年 8 月 27 日（火）に市県民税の納入義務者が養父地域局に来庁され、「養父地域局窓
口で支払った税の催告書が来た」との申し出があり、催告書と領収書を持参されました。 

養父地域局窓口で支払われた際に押印する出納印のある領収書（7 月 8 日付け領収）であったこ
とから、直ちに税務課に納付状況を照会したところ、当該納入義務者の納入済通知書が税務課に届い
ていなかったことから収納処理ができておらず、その結果、催告書が発送されたことを確認しました。 

8 月 28 日（水）には、国民健康保険税の納入義務者（前述の市県民税納入義務者とは別の
方）が養父地域局に来庁され、「養父地域局窓口で支払った税の督促状が来た」との申し出があり、督
促状と領収書を持参されたため、昨日と同じく養父地域局窓口で支払われた際に押印する出納印のあ
る領収書（8 月 7 日付け領収）であることを確認し、税務課に納付状況を照会した結果、当該納入義
務者の納入済通知書が税務課に届いていなかったことから収納処理ができておらず、その結果、督促状
が発送されたことを確認しました。 

9 月 26 日（木）には、市県民税の納入義務者（上記 2 件とは別の納入義務者）から税務課に
「市県民税を１期から 4 期分まとめて養父地域局窓口で支払ったが、２期分の督促状が来た」との連絡
があり、直ちに納入状況を確認したところ、収納処理は１期分のみという状況でした。これを受け、養父地
域局長が納入義務者にお会いし、領収書の確認を行ったところ、１期から４期分全てに養父地域局の
出納印のある領収書（4 枚とも 7 月 19 日付け領収）であることを確認しました。 
 

【養父地域局で行っている通常の公金収入の手続き】 
 １ 納入義務者は窓口で現金を支払い、市職員が受け取り、出納印押印済みの領収書を納入義務

者に渡す。 
 ２ 市職員は収納現金及び納入済通知書を一旦レジに保管し、閉庁後、その日に受け取った現金を

計算し、金庫に保管。 
 ３ 翌日昼過ぎに、市指定金融機関に収納現金及び納入済通知書を引き渡す。 
 ４ 市指定金融機関は、数日後、共通納税システムにより、税務課にデータを送付し、税務課が納付

を確認する。 
 
【対応】 

本件事案を認知した 8 月 27 日から養父地域局等の職員が、収納現金等を紛失した可能性を視野
に収納現金等の取扱い手順等を振り返りながら収納現金等取扱場所周辺や保管金庫内、職員の机

上、引出内等を書類と書類の間に紛れ込んでいないか、あらゆる箇所を徹底的に調査しましたが、発見



には至りませんでした。 
複数の事案が発生しており、何者かによる故意の可能性も否定できないことから、南但馬警察署に被

害届を提出することといたしました。 

なお、当該納入義務者に対しては、領収書で納入済であることを確認していることから催告書等を送
付したことを謝罪しました。 
 
【再発防止策】 

再発防止委員会(仮称)を設置し、次のような対策や管理体制の見直し等を行い、このような事案が
二度と発生しないよう、公金等の取り扱いを徹底します。 

・公金取扱基本マニュアル（仮称）の策定 
・現金取扱時におけるダブルチェック等、確認体制の強化 
・入金の都度、出納帳への記載と現金との突合を徹底 など 
 

【市長コメント】 
収納現金という大切な公金等を紛失したことに対して心からお詫び申し上げます。 

公金を扱う職員としての自覚の欠如が招いた重大事案であり、行政の信頼を大きく損なう事態を招い
たことに対し、誠に申し訳なく思っております。 

市役所内部における調査はもとより、警察と連携し原因究明に向けて全力で取り組んでまいります。 
今後このような事案が起こらないよう、全職員が初心に返り業務にあたっていく所存であります。 

 
 

 
【問合せ】 
市民生活部 部長 井上 剛 

電話 079-662-3161（内 1102） 
 

 

 


